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■図表１ 奨学金返済による生活設計への影響  

（ＪＡＳＳＯの貸与型奨学金利用者） 

 
出所：中央労福協「高等教育や奨学金負担に関するアンケート 

調査結果」をもとに電機連合作成 
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■図表２ 返還期限猶予制度と減額返還制度の 

概要 

 
出所：日本学生支援機構の資料をもとに電機連合作成 

※1  扶養する子どもが2人の場合500万円以下、3人以上の場合600万円以下。
※2  1回あたりの返還月額を3分の2、2分の1、3分の1または4分の1に減額可能。

収入基準：
３００万円以下

収入基準：
４００万円以下
（※１）

返還期限
猶予制度
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奨
学
金
制
度
は
、
経
済
的
な
理
由
で
大
学
な

ど
高
等
教
育
の
進
学
を
諦
め
ざ
る
を
得
な
い
若

者
に
と
っ
て
、
学
び
の
機
会
を
広
げ
る
重
要
な

制
度
で
す
。
し
か
し
、
利
用
者
の
多
く
は
返
済
義

務
の
あ
る
貸
与
型
奨
学
金
を
利
用
し
て
お
り
、

そ
の
う
ち
約
70
％
が
有
利
子
奨
学
金
を
借
り

て
い
ま
す
。
卒
業
後
に
始
ま
る
返
済
は
経
済
的

負
担
が
重
く
、
結
婚
・
出
産
・
子
育
て
な
ど
、
人

生
の
重
要
な
選
択
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。 

 
中
央
労
福
協
の
調
査
（
２
０
２
４
年
）
に
よ
る

と
、
日
本
学
生
支
援
機
構
（
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｏ
）
の
奨

学
金
利
用
者
の
約
70
％
が
返
済
に
不
安
を
感
じ
、

40
％
以
上
が
返
済
負
担
に
苦
慮
し
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
約
50
％

が
「
日
常
的
な
食
事
」、
約
40
％
が
「
医
療
機
関

の
受
診
」
に
影
響
が
出
て
い
る
と
回
答
し
て
お

り
、
日
々
の
暮
ら
し
に
支
障
が
生
じ
て
い
ま
す

（
図
表
１
）。
さ
ら
に
、「
結
婚
」「
出
産
」「
子
育

て
」
へ
の
影
響
を
訴
え
る
回
答
も
約
40
％
に
の

ぼ
り
、
返
済
負
担
が
将
来
設
計
に
深
刻
な
影
響

を
与
え
て
い
る
実
態
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い

ま
す
。 

電
機
連
合
「
生
活
実
態
調
査
２
０
２
４
」
で
も
、

29
歳
以
下
の
独
身
組
合
員
の
う
ち
、
男
性
の

11
％
、
女
性
の
８
・
６
％
が
、
返
済
負
担
を
「
重

い
」
と
感
じ
て
い
ま
す
。
職
場
か
ら
も
、「
奨
学

金
の
返
済
が
家
計
に
重
く
の
し
か
か
っ
て
い

る
。
」「
子
ど
も
を
大
学
に
通
わ
せ
る
た
め
、
貸
付

型
奨
学
金
を
利
用
し
て
い
る
が
、
子
ど
も
に
返

済
の
負
担
を
背
負
わ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
」
な

ど
の
声
が
多
数
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

              

 

日
本
学
生
支
援
機
構
の
奨
学
金
返
済
者
に
対

す
る
支
援
策
と
し
て
、
①
返
済
を
一
定
期
間
先

送
り
に
で
き
る
「
返
還
期
限
猶
予
制
度
」
、
②

月
々
の
返
済
額
を
減
ら
し
て
返
済
期
間
を
延
長

す
る
「
減
額
返
還
制
度
」
が
あ
り
ま
す
（
図
表
２
）
。

し
か
し
、
同
機
構
の
調
査
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の

制
度
を
十
分
に
認
知
し
て
い
な
い
利
用
者
が
多

く
、「
延
滞
督
促
を
受
け
て
か
ら
制
度
を
知
っ
た
」

と
の
回
答
が
半
数
近
く
に
の
ぼ
り
、
制
度
の
周

知
不
足
が
課
題
で
す
。
ま
た
、
年
収
基
準
（
猶
予

制
度
は
年
収
３
０
０
万
円
以
下
、
減
額
制
度
は

４
０
０
万
円
以
下
）
が
厳
し
く
、
子
育
て
や
住
宅

ロ
ー
ン
な
ど
が
重
な
る
世
代
に
と
っ
て
は
、
支

援
が
届
き
に
く
い
状
況
で
す
。
必
要
と
す
る
人

に
制
度
が
届
く
よ
う
、
年
収
基
準
の
緩
和
、
そ
し

て
将
来
的
に
は
撤
廃
が
求
め
ら
れ
ま
す
。 

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
返
済
が
困

難
に
な
っ
た
際
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
で
あ
り
、

対
象
者
は
限
定
的
で
す
。
そ
の
た
め
、
す
べ
て
の

奨
学
金
返
済
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
は
、

よ
り
広
く
使
え
る
支
援
が
必
要
で
す
。
具
体
的

に
は
、
毎
月
の
返
済
額
を
所
得
か
ら
差
し
引
い

て
税
負
担
を
軽
く
す
る
「
所
得
控
除
」
の
導
入
な

ど
、
税
制
面
で
の
支
援
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の

返
済
額
を
所
得
控
除
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
今
年
度
の
通
常
国
会
で
成
立
し
た
「
大

学
等
修
学
支
援
法
改
正
法
案
」
の
附
帯
決
議
に

お
い
て
、
検
討
を
求
め
る
旨
が
示
さ
れ
て
い
ま

す
。 

                

 

奨
学
金
制
度
は
、
若
者
の
学
び
を
支
え
る
一

方
で
、
返
済
負
担
が
暮
ら
し
や
将
来
の
重
荷
と

な
っ
て
い
ま
す
。
税
制
に
よ
る
支
援
や
、
支
援
制

度
の
周
知
徹
底
、
年
収
基
準
の
緩
和
・
撤
廃
な
ど
、

制
度
の
見
直
し
が
求
め
ら
れ
ま
す
。 

電
機
連
合
は
、
奨
学
金
返
済
者
の
負
担
軽
減

に
向
け
、
引
き
続
き
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。 

学
び
の
希
望
で
あ
る
奨
学
金 

 

そ
の
裏
に
あ
る
返
済
の
重
圧 

奨
学
金
返
済
者
の
声 

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
周
知
と 

年
収
基
準
の
緩
和
を 

奨
学
金
制
度
の
見
直
し
を 

奨学金返済が暮らしを圧迫 

      税制支援や制度の見直しが急務 
 

奨学金の返済が、生活や将来設計に深刻な影響を及ぼしています。返済額の所得控除の導入
や、支援制度の周知徹底・拡充などの制度の見直しが求められます。 

電機連合 政策部門 


